
総社市市民生活部市民課

　総社市広告付き窓口番号案内表示システム設置及び運用業務に係る公募型プロポーザルに関するご質問について，次のとおり回答いたします。

　№ 質問事項 回答 回答日

1

仕様書　11．費用負担等

広告等掲示用モニターを設置し、広告収入を得ることができると

記載あるが、広告等掲載用モニターの設置可能な期間をご教授下さい。

保証期間と同様の令和7年度から令和11年度の5年間を想定しています。 10月22日

質問回答書


